
      令和７年４月１日現在



１．市内で１年以上の事業実績を有する中小企業者等
２．北海道信用保証協会の保証対象業種に該当するもの
３．市税を完納しているもの

１．市内で１年以上の事業実績を有する小規模企業者【常時使
　　用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業について
  　は5人）以下の会社及び個人】
２．北海道信用保証協会の保証対象業種に該当するもの
３．市税を完納しているもの

１．中小企業信用保険法で規定する倒産企業に対し売掛金等の
　　債権を有する中小企業者等
２．倒産認定日から６ヶ月を経過しておらず、かつ北海道倒産
　　関連資金の融資対象となっていないもの
３．市内で１年以上の事業実績を有する中小企業者等
４．北海道信用保証協会の保証対象業種に該当するもの
５．市税を完納しているもの

１．次のいずれかに該当するもの
　ア．市内で１年以上の事業実績を有する中小企業者等
　イ．市外で１年以上の事業実績を有し、市内に事務所又は事
　　　業所等を開設しようとするもの
２．北海道信用保証協会の保証対象業種に該当するもの
３．市税を完納しているもの

※車輌を購入する際は、Ｐ４の留意事項を必ずご確認ください

１．市内で１年以上の事業実績を有する中小企業団体
２．北海道信用保証協会の保証対象業種に該当するもの
３．市税を完納しているもの

１．次のいずれかに該当するもの
　ア．市内で１年以上の事業実績を有する中小企業者等
　イ．商店街団体（商店街振興組合連合会に加入している任意
　　　の団体、同一商店街で事業を営む中小企業者３人以上で
　　　構成されたもの）
２．北海道信用保証協会の保証対象業種に該当するもの
３．市税を完納しているもの

１．次のいずれかに該当するもの
　ア．市内で１年以上の事業実績を有する中小企業者等
　イ．市外で１年以上の事業実績を有し、市内中小企業者の経営
 　　 を承継し、且つ承継後1年以上市内で事業継続する計画を
　　  有するもの
　ウ．その他市長が特に認めるもの
２．申込から３年以内に市内中小企業者の事業承継を完了する事
　　業承継計画を有するもの
３．北海道信用保証協会の保証対象業種に該当するもの
４．市税を完納しているもの

１．次のいずれかに該当するもの
　ア. 新たに起業化する新規開業者
　イ. 産学官、産産など共同開発研究成果を応用した事業を行う
　　  新規開業者
※いずれも北海道信用保証協会の保証付とする
※市内に事務所又は事業所を開設すること。
２．北海道信用保証協会の保証対象業種に該当するもの
３．市税を完納しているもの

※車輌を購入する際は、Ｐ４の留意事項を必ずご確認ください

倒 産 関 連 特 別 資 金

資金名

新技術開発振興資金

融資対象

中 小 企 業 振 興 資 金

小規模企業安定資金

新規開業者、産学、
産産連携事業資金

商店街近代化推進資金

　事業承継支援資金

商
　
工
　
業
　
近
　
代
　
化
　
資
　
金

商 工 業 設 備 資 金

○経営の安定のため運転資金を確
保したい

○機械・装置を購入したい
○業務用の車両を購入したい
○工場・店舗・事務所等の新築・増
改築のための資金、土地の購入資
金にしたい

○共同店舗等に入居するための権利
金を確保したい

○江別市公害防止条例に定める公害
を防除するために必要な資金を確
保したい

○健康経営に取り組むために必要な
設備等を購入したい

○新製品・新技術を開発したい

○商店街にアーケード・ショーウィ
ンドー・街路灯を設置したい

○新規開業をしたい
○産学・産産など共同開発研修成果を
応用した事業で開業したい

こんな場合に利用できます

〇事業承継に必要な資金を調達したい



受     付 取扱金融機関

限度額 期間 利率 （事前に各金融機関へ相談）

　１．納税証明書
　２．登記簿謄本
　３．確定申告書及び決算書
　　　（又は試算書）（２期分）
　４．見積書・売買契約(予定)書等写し
　５．図面
　６．仕様書・カタログ
　７．資金計画書（融資額３００万円以
      内の場合省略可）
　８．組合員名簿・役員名簿
　９．事業計画書
１０．総会議事録
１１．その他商工会議所中小企業
      相談所が必要とする書類

  １．納税証明書
  ２．登記簿謄本
  ３．確定申告書及び決算書
　　  （又は試算書）（２期分）
　４．資金計画書（融資額３００万円以
 　　 内の場合省略可）
  ５．事業承継計画書
  ６．その他商工会議所中小企業
      相談所が必要とする書類

使途
融資条件

申込時に必要な書類

運

 
転

 
資

 
金

1,000万円
５年以内

（うち据置６ヶ月以
内）

年2.25％

  １．納税証明書
  ２．確定申告書及び決算書
      （又は試算書）（２期分）
  ３．その他江別商工会議所中小企業
　　相談所が必要とする書類

中小企業振興資金と同じ

年１.70％

３年以内
（うち据置６ヶ月以

内）
年１.70％

   令和７年４月１日現在

江別商工会議所
及び

市内各金融機関
※裏表紙参照

江別商工会
議所

※事前に各
金融機関へ

相談 市内各金融
機関

※裏表紙参照

その他

※北海道信
用保証協会
の保証付と
なったもの
については
信用保証料
の補給があ
ります。

　
※融資利率
は金融情勢
等により変
動すること
がありま
す。
（４・１０
月定期見直
し）

設

 
備

 
資

 
金

会社・個人
5,000万円

　
団体・組合

１億円

１５年以内
（うち据置２年以内）

年１.70％

2,000万円
１０年以内

（うち据置１年以内）
年１.70％

2,000万円
１０年以内

（うち据置１年以内）
年１.70％

設
備
資
金

1000万円
１０年以内

（うち据置１年以内）

運
転
資
金

500万円
５年以内

（うち据置６ヶ月以
内）

年１.70％ 商工業設備資金と同じ
江別市経済部
商工労働課

700万円
５年以内

（うち据置６ヶ月以
内）

商工業設備資金と同じ

融資手続き
前に「江別
市創業支援
相談員」と

面談。
事業計画等
について助
言を受ける
ことが必要

です。

会社・個人
2,000万円

　
団体・組合

１億円

１０年以内
（うち据置１年以内）

年１.70％ 商工業設備資金と同じ

中小企業振興資金と同じ

300万円



　　　

申込みから実際のお借り入れまでにかかる日数につきましては、
借入希望金額や資金使途等によって異なります。

ア.中小企業振興資金・小規模企業安定資金

イ.倒産関連特別資金・商工業近代化資金

・ア、イともに『①事前相談』を金融機関で行い、そこで各融資メニューごとの申込先を
　ご確認下さい。

・融資の申込み前に、江別商工会議所（TEL：011-382-3121）へ事前相談をすることも
　可能です。

・イの商工業近代化資金のうち、新規開業者、産学、産産連携事業資金については、
　申込前に「江別市創業支援相談員」と面談を行う必要があります。
　　※面談をご希望の方は、江別市商工労働課（TEL：011－381-1023）までご連絡ください。

①事前相談

江別市

江別商工

会議所

②企業診断 依頼①事前相談

（倒産関連を除く）

〇融資の申込から融資実行まで

（融資申込者）

（融資申込者）

北海道信用

保証協会

北海道信用

保証協会
江別市

市内取扱

金融機関

江別商工

会議所

市内取扱

金融機関

⑥融資実行
③融資あっせん

⑦融資実行

③企業診断

⑤保証依頼

②融資あっせん 依頼

⑤信用保証書送付



（１）商工業設備資金について

①工事用車両（0又は9ナンバー）　　②乗用車（1、2、4又は6ナンバーに限る）　　③事業に必要な公認改造車（8ナンバー）

④事業用登録車（緑地に白字のナンバ―プレート、軽自動車の場合は黒地に黄色字のナンバ―プレート）

　　　【対象とならない車両】

①用途に定めのない車両（車種を問わず）　　②自家用と共有するもの　　③高級車・外車等

　　　※業務内容と無関係な装備(特別塗装費、エアロパーツ費等）は融資対象外です。また登録は法人名義であることが条件であり、

　　　　 後日車検証の写しの提出が必要となります。(個人事業主の場合は、代表者の名義で登録していただきます）

（２）新規開業者、産学、産産連携事業資金

（３）資金間の併用について

　　※市の融資制度の残高のある方が、新たに同じ資金の融資を受けようとする場合には、融資残高と借入希望金額の合計額がその資金

　　・融資最低限度額は１００万円です。

　　・対象とする設備の融資申込は発注前に限ります。

　　・事務所 ・ 事業所等の建設地、設備の設置先は市内に限ります。

　　・車両を購入する場合の融資対象となるのは以下の車両のみ

　　・開業後１年未満の中小企業者等も融資対象となります。

　　・対象とする設備の融資申込は発注前に限ります。

　　・新規開業者、産学、産産連携事業資金のご利用を希望される方は、申込前に「江別市創業支援相談員」と面談を行い、事業計画等

　　  について助言を受けることが必要です。

　　・面談のご予約については、江別市経済部商工労働課までお問い合わせください。（ＴＥＬ ： 011-381-1023）

                           

　　【運転資金】 中小企業振興資金と小規模企業安定資金の併用はできません。　

      の限度額を超えることはできません。

運　　　転　　　資　　　金 設　　　備　　　資　　　金
運転
資金

設備
資金

中

小

企

業

振

興

資

金

○ ○

小

規

模

企

業

安

定

資

金

倒

産

関

連

特

別

資

金

商 工 業 近 代 化 資 金

商

工

業

設

備

資

金

新

技

術

開

発

振

興

資

金

商

店

街

近

代

化

推

進

資

金

　
新
規
開
業
者
、

産
学
、

　
　
　
産
産
連
携
事
業
資
金

事

業

承

継

支

援

資

金

○ ○ ○ × ○

小 規 模 企 業 安 定 資 金 × ○ ○ ○ ○ ○ × ○

倒 産 関 連 特 別 資 金 ○ ○ ○ ○

設
 
備
 
資
 
金

商
 
工
 
業
 
近
 
代
 
化
 
資
 
金

商 工 業 設 備 資 金 ○ ○

運
 
転
 
資
 
金

中 小 企 業 振 興 資 金 ×

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ×

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○商 店 街 近 代 化 推 進 資 金

○ ○ ○ ○ ○

運
転

資
金 　 新 規 開 業 者  、産 学 、

産 産 連 携 事 業 資 金

× × × ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○

○

新　技　術　開　発　振　興　資　金

事 業 承 継 支 援 資 金

○

○

設
備

資
金

○ ○

〇留 意 事 項



　　　市では、市の融資制度を利用して融資を受けた方に対し信用保証料を補給しています。補給額

　　　なお、信用保証料補給に関する手続きは取扱金融機関が借受者に代わって行います。

　　　※一括繰上返済の際には、返還された保証料を市へ返戻していただきます。

   　

  　は下表のとおりです。ただし、条件変更等により新たに発生する保証料は対象外となります。

資 金 使 途 保 証 料 補 給

運 転 資 金

設 備 資 金

北海道信用保証協会が定める保証料率によ
り支払われた額

北海道信用保証協会が保証付きする融資額
の１％以内又は保証料のいずれか低い額

〇信用保証料の補給について

③照 会

④請 求

⑤保証料補給

金融機関江別市

北海道信用
保 証 協 会

（融資利用者）

〇信用保証料の補給の流れ

①
保
証
料
支
払
い

⑥
保
証
料
補
給

②
保
証
料
支
払
い



〇 融資の利用例

資材を運搬するためのトラックが故障しました。

新しく買い替えようと考えていますが、資金が足
りません.....

資材の運搬ができないので、建設が進められず
困っています。どうしたら良いでしょうか......

建設会社の社長

商工業設備資金をご利用いただけます。低金

利で、最大5000万円（団体・組合は１億円）まで

借入が可能です。トラックやショベルカー等の業

務用車両はもちろんのこと、事業に必要な機械や

装置、工場、店舗、事務所等の新築にもご利用い

ただけます。

パン屋を営業しています。売上、収益が順調に伸

びているので、従業員を増やそうと考えています。

そこで、新たに雇用する従業員への給料の支払い
を融資で繋ごうと考えているんだけど、何か利用で

きそうな資金はないかしら？

事業規模を拡大すると、追加経費が増えること

がありますよね。そんな時は、中小企業振興資

金をご利用ください。低金利で、最大1,000万円ま

で借入れが可能です。また、要件を満たしていれ

ば、さらに低い金利で小規模企業安定資金（借

入限度額700万円）が利用可能です。

また、従業員の給料以外にも、パンを製造する

のに必要な原材料の仕入れ資金に対しても当資金

の利用が可能です。

いざ、起業しようと思っても、何から始めた

ら良いか分からないですよね！

そんな時は、「江別市創業支援相談員」
に相談することをお奨めします。相談料は無料

で、開業までに必要な準備や、事業計画等につ

いてアドバイスを受けられます。また、相談員

から承諾を得られれば、新規開業者、産学、

産産連携事業資金の融資を申し込むことがで

きます。江別市内での起業を考えている方を対

象とし、運転資金は500万円、設備資金は1,000

万円まで借入れが可能です。江別市商工労働課

までお問い合わせください。

大学を卒業後、カフェの店員として6年間働いてい

ます。いつか自分のカフェを開業したいと思って

いますが、開業するためには何をしたら良いのか、

資金はどれくらい必要なのか全く分かりません。

本社は札幌市ですが、江別市内にも食品加工工

場があります。その場合、江別市の融資制度を利用

することは可能でしょうか。

江別市内に事業実体のある事業所、事務

所、工場があれば融資の対象となります。なお、

設備資金として資金の借入れをする場合は、事業

所等の建設地又は設備の設置先は江別市内に限り

ますのでご注意ください。

※登記上の住所地が江別市であったとしても、事

業実体のある事業所等が江別市内になければ、融

資の対象とはなりません。

パン屋の経営

新規開業予定者
食品加工会社 代表取締役

ケース① ケース②

ケース③ ケース④



　　

　　　      〒067-8674 江別市高砂町６番地

　　 　     Ｅ-ｍａｉｌ：ｓｈｏｋｏ＠ｃｉｔｙ．eｂｅｔｓｕ．lｇ．jｐ

　 　江 別 市 経 済 部 商 工 労 働 課

　　　      ＴＥＬ：011-381-1023(直通）  / ＦＡＸ：011-381-1072

（株）北洋銀行 江別中央支店 ５条６丁目９ ＴＥＬ：３８２－３３１１

野幌中央支店 野幌町４７－１４ ＴＥＬ：３８４－７１１１

（株）北海道銀行 野幌支店 野幌町５６ ＴＥＬ：３８４－１２３１

（株）北陸銀行 江別支店 ７条６丁目１ ＴＥＬ：３８２－２０１２

北海道信用金庫 江別支店 萩ヶ岡１－５ ＴＥＬ：３８５－３１１１

野幌支店 野幌町６２－１１ ＴＥＬ：３８２－２５３０

５丁目支店 向ヶ丘２－２ ＴＥＬ：３８５－２５１１

大麻支店 大麻東町１４－３ ＴＥＬ：３８６－５５１１

空知信用金庫 江別支店 高砂町８－３ ＴＥＬ：３８３－１０１１

北門信用金庫 野幌支店 野幌町７９－３ ＴＥＬ：３８５－４１１１

北央信用組合 江別支店 野幌町１２－１ ＴＥＬ：３８３－４２２１

江別商工会議所中小企業相談所 ４条７丁目１ ＴＥＬ：３８２－３１２１

江別市経済部商工労働課 高砂町６ ＴＥＬ：３８１－１０２３

融資制度についてのご相談は市役所または商工会議所、取扱金融機関まで


